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 私たち監事は、私立学校法第 37条第 3項及び学校法人清光学園寄附行為第 15条の規定

に基づき、学校法人清光学園の令和 5年度（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日ま

で）における業務並びに財産の状況の監査を行いました。 

 その結果、下記のとおり報告いたします。 

１．監査の方法 

（1）業務についての監査は、全ての理事会及び評議員会に出席したほか、理事等から

業務の執行の報告を聴取し、かつ、関係書類の閲覧など必要と認められる方法を実

施して、業務の妥当性を検討いたしました。 

（2）財産状況についての監査は、会計監査人である公認会計士から監査の報告及び説

明を受け、かつ、必要と認められる方法を実施して計算書類の正確性を検討いたし

ました。 

２．監査の結果 

 （1）会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、事業報告書、資金収支計算書、事

業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録の記載と合致し、適法かつ正確に法人

の収支状況及び財産状況を示しているものと認めます。 

 （2）学校法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反す

る重大な事実は認められません。 

 （3）ここ数年に亘り様々な経営改善施策を実施しているにもかかわらず、今期も、資

金収支及び事業活動収支ともに支出超過となり、学園全体の保有資金は減少してい

ます。 

（4）学校法人の目的は、優れた教育を提供することにより、有為な人材を育成するこ

とにあります。大学、短期大学、幼稚園及びこども園それぞれの部署において、様々

な新しい取組を企画、実施しているところですが、引き続き教育の質の向上に努め

るとともに、それを支える安定した経営基盤確保のための経営改善努力を求めます。 

 

以上 


